
雑

鍮

ビ
ネ
ェ
・
シ
モ
ン
式
知
能
強
査
法
の
公
算
論
的
見
解山

石
　
一
井
　
　
勝
　
　
二
　
　
郎

　
　
　
　
　
同
㎏
⇒
郎
O
謎
賭
●
　
嵐
跨
島
①
一
門
鱒

　
　
　
　
　
塑
溝
¢
寓
曽
爵
①
彰
客
ざ
己
b
道
。
娼
①
o
仲
適
・
9
窪
。
盈
u
露
あ
一
白
。
冨
日
＄
8
R

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
抄
録

　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
ゼ
ネ
ェ
。
シ
モ
ン
．
雨
氏
の
立
て
カ
｛
見
識
塁
知
能
論
嚇
杏
｝
の
尺
度

　
　
は
、
爾
來
、
各
隻
語
に
於
て
其
の
翻
案
が
出
発
、
蜘
之
、
幾

　
　
多
の
更
訂
を
さ
へ
見
る
に
至
つ
π
が
、
大
越
上
、
皆
爾
…
氏

　
　
の
主
義
に
篠
っ
て
み
る
。
す
な
は
ち
、
各
年
齢
毎
に
一
組

　
　
の
瞼
査
を
割
う
宛
て
此
に
…
封
ず
る
心
心
の
成
否
を
看
て
精

　
紳
年
齢
と
呼
ぶ
扁
系
列
上
の
位
置
を
輿
へ
る
の
で
あ
る
。

　
　
此
の
評
鋤
を
ぱ
、
其
の
兇
童
の
知
能
叉
は
知
能
歌
態
の
指

㈱
標
と
看
倣
し
・
此
と
普
蓮
の
年
齢
と
髭
較
し
て
・
精
紳

　
　
　
　
　
　
ビ
ネ
ジ
モ
シ
式
知
能
検
査
法
の
公
鉢
論
酌
見
解

薄
弱
、
正
常
、
叉
は
早
熟
の
診
断
の
用
に
供
す
る
。

　
米
國
で
廣
く
行
は
れ
る
ゼ
ネ
ェ
・
シ
モ
ン
式
尺
度
の
ゴ
ッ

ダ
ァ
ド
氏
更
訂
（
M
九
｝
嚇
、
軍
刊
行
）
は
、
墾
歳
よ
ム
拾
歳

に
い
π
る
ま
で
、
各
年
齢
毎
に
五
種
の
槍
査
を
割
り
宛
て

検
査
二
期
及
び
成
否
評
織
の
手
績
も
或
る
程
度
綾
で
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
サ
ル
エ
ツ
壁

せ
ら
れ
、
検
査
全
部
を
蓮
過
し
得
禿
最
高
次
を
基
礎
年
齢

と
名
づ
け
て
、
其
の
年
齢
以
上
五
種
の
櫓
査
を
通
過
す
る

毎
に
壼
歳
を
・
加
へ
、
是
に
由
う
て
精
紳
年
齢
を
定
め
る
。

理
想
の
上
か
ら
言
へ
ば
、
精
紳
的
に
正
常
な
る
川
童
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
七
九



　
　
　
　
　
　
　
雪
、
墨
　
礁
　
箏
　
　
簗
鶴
十
一
昌
號
㍗

磁
　
其
の
年
齢
と
殆
ど
相
等
し
き
李
均
精
沸
年
齢
を
持
つ
筈
で

エ　
　
あ
る
が
、
辺
際
に
葱
式
の
ビ
ネ
♂
シ
嘩
ン
氏
尺
度
を
用
ゐ

　
　
れ
ば
、
若
年
者
に
は
容
易
に
遇
ぎ
、
拾
武
歳
以
上
に
は
困

　
難
に
過
ぎ
、
只
爾
者
の
中
直
に
勝
て
、
最
良
の
結
果
を
見

　
　
る
。
種
々
に
試
み
ら
れ
舟
更
訂
は
、
實
に
此
の
敏
照
を
補

　
　
は
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
だ
。
其
の
た
め
に
は
検
査
を
年

　
齢
段
階
内
に
激
て
上
下
し
、
或
は
台
墨
の
数
を
急
減
し
或

　
　
は
實
施
評
黙
の
手
績
を
一
丁
確
然
禿
ら
し
め
海
。

　
　
　
ゴ
。
ダ
ア
ド
氏
は
糟
紳
年
齢
が
眞
の
年
齢
の
上
下
一
歳

　
以
内
に
あ
る
竜
の
を
同
年
齢
と
看
卜
し
、
此
の
目
安
に
由

　
蚤
て
、
鱒
五
四
七
人
の
見
童
の
七
八
％
は
順
當
な
る
こ
と

　
を
認
め
π
。
併
し
仔
細
に
其
の
結
果
を
掘
ず
れ
ば
其
の
分

　
配
は
決
し
て
均
等
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
順
當
な
る
野
合
の
％
は
、
六
歳
乃
至
九
歳
の
問
で
は
高

　
　
い
が
、
其
の
塾
側
で
は
下
が
っ
て
み
る
。

　
　
他
の
更
訂
で
襲
撃
程
度
の
大
小
ヒ
そ
あ
れ
、
同
様
の
傾

　
拘
が
見
ら
れ
る
。

5 1・ 1・ 1・ 1・ い・ 1・・ i 1
2

i合計

エ14
卜6・ i・97

｛
… 1

… 1・・2 【・6・ 1ユ磁
1・…

88 ［・・6 ！・・9 i・8・ い68 レ7・

1
…

［ 75 i・…

77 1・・ 1・・ i・・ 187 i・6 レ3 1 56

i
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
，
　
　
丞
0

　
　
　
　
　
　
　
覧
　
成
人
や
青
年
に
適
用
し
た
場
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
結
果
に
は
一
暦
著
し
い
竜
の
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
併
し
な
が
ら
、
此
の
瞼
餐
法
を
行

　
　
　
　
　
　
・
　
ム
人
の
多
数
ば
、
斯
様
な
難
織
を
看

　
　
　
　
　
　
　
　
過
し
、
さ
も
な
く
ば
、
診
断
の
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
で
評
織
を
解
羅
す
る
に
際
し
、
及
第

　
　
　
　
　
　
　
　
織
を
低
く
し
差
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
〃
幽
ン
ダ
イ
ク
氏
は
、
上
掲
の
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
ッ
ダ
ア
ゲ
氏
の
結
果
を
槍
し
更
に
、

　
　
　
　
　
　
．
其
後
の
他
の
研
究
者
の
結
果
と
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
、
此
等
の
尺
度
の
不
當
な
る
乙

i
…
1
一
　
と
を
示
し
、
翼
正
糟
聯
年
齢
表
を
捲

エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
　
　
6
　
　
へ
た
。
此
の
旧
衣
に
由
れ
’
ぱ
、
精
…
紳
煽
牛

齢
員
鷺
齢
拾
馨
で
は
、
某
、
氏
馨
と

年
　
入
　
郷
雲
　
　
一
致
す
る
。
そ
れ
以
上
は
、
ゼ
ネ
ェ

氏
評
繍
に
謝
す
る
置
ハ
正
、
三
越
年
齢
、
は
次
第
に
増
し
て
、



ピ
ネ
エ
氏
詳
織
一
一
、
八
に
溢
し
て
翼
正
精
紳
年
齢
は
一

三
、
八
と
な
る
。

　
斯
様
な
不
一
致
は
、
尺
度
其
の
者
の
性
質
に
墓
く
の
で
．

あ
る
が
、
從
來
あ
賄
う
に
注
意
せ
ら
れ
る
と
乙
う
が
無
か

つ
π
。

　
ゴ
ッ
ダ
ア
ド
氏
更
訂
で
は
。
七
歳
見
は
七
歳
年
次
の
歌

読
列
以
上
に
。
理
論
的
に
は
猶
…
武
拾
五
種
の
槍
査
を
蓮
過

す
る
。
冨
u
8
を
持
つ
が
。
良
品
蚕
篭
は
、
其
の
年
次
以

上
に
は
僅
か
に
五
種
槍
査
を
持
つ
k
過
ぎ
臓
。
從
て
此
の
，

五
種
槍
査
が
拾
壼
歳
児
に
と
う
て
は
、
七
歳
見
が
戴
拾
五

種
の
任
意
の
五
種
に
封
ず
る
よ
ウ
竜
容
易
な
ら
ざ
る
以
上

は
、
七
歳
晃
の
方
が
、
其
の
年
齢
二
面
の
槍
査
に
回
す
る
得
、

黙
に
就
い
て
は
、
下
界
歳
児
よ
ム
ノ
は
、
U
羅
良
い
。
》
曽
口
。
Φ

を
持
つ
と
い
は
ね
ば
な
ら
諏
。

　
　
　
最
近
に
リ
ィ
ラ
ン
ー
3
、
ス
タ
ン
フ
雰
ド
大
営
の
タ
ア
マ

㈱
γ
敏
授
の
手
に
よ
ク
て
せ
ら
れ
義
血
ン
フ
菩
式
器

　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ネ
簿
シ
愚
ン
弐
知
能
ハ
楓
鰹
法
の
醒
公
鋒
欝
晶
則
蹴
餌
解

で
は
。
滲
歳
乃
至
拾
歳
の
各
年
次
に
ば
六
種
宛
の
瞼
査
を

割
う
當
て
、
墓
礎
年
…
齢
以
上
の
｝
槍
査
を
遍
過
す
る
毎

に
。
糟
…
翁
町
年
鰍
難
儀
傭
胃
月
を
乱
那
へ
る
。
拾
輪
帯
レ
に
は
八
侃
狸
紛
伽

査
を
削
割
・
9
煮
て
、
各
…
墾
個
月
。
　
給
…
四
…
馬
脳
に
は
、
　
山
分
糠
、
餐

四
個
月
、
拾
六
歳
と
拾
八
歳
と
は
、
い
つ
れ
も
六
種
か
ら

成
6
’
立
ち
一
種
に
つ
き
夫
々
。
五
個
日
儒
山
ハ
個
月
を
一
数
へ

る
。
實
施
の
手
績
に
就
い
て
竜
、
從
來
の
更
訂
よ
う
は
、

扁
履
愼
重
に
且
つ
明
確
に
規
定
し
π
。

　
此
の
更
訂
か
ら
種
々
な
る
年
齢
…
の
兇
童
の
精
紳
年
齢
評

織
又
は
同
一
見
童
の
相
異
な
る
年
次
に
於
け
る
評
織
の
意

　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
テ
リ
ヂ
ぷ
ソ
ス
　
コ
オ
ジ
エ
ソ
ト

昧
を
解
屈
す
る
に
際
し
て
、
知
　
能
・
除
　
商
　
叉
は

精
瀞
年
齢
評
識
の
年
齢
に
封
ず
る
劉
合
を
用
み
る
こ
と
が

便
利
で
あ
る
。
タ
ア
マ
ン
氏
の
結
果
で
は
、
各
年
次
の
李

均
知
能
除
商
は
一
〇
〇
に
近
い
。
併
し
な
が
ら
、
此
の
尺

度
を
用
み
て
竜
、
多
く
の
揚
舎
に
、
幼
童
の
評
織
は
高
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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哲
融
研
銘
　
鎮
臨
＋
瓢
魏
、

に
過
ぎ
、
拾
武
歳
以
主
の
は
低
き
に
渦
富
さ
る
。

　
　
　
　
○

　
σ
り
　
任
意
の
更
訂
か
ら
減
た
各
年
齢
の
兇
童
ゼ
に
就
い
て

の
結
果
を
比
較
し
、
其
の
糟
聯
年
齢
湿
声
叉
は
知
能
除
商
．

の
意
味
を
考
へ
、

　
②
　
種
々
な
る
更
訂
を
用
み
て
得
た
結
果
の
確
溶
性
を

比
較
し
、

③
新
な
る
更
訂
叉
は
愛
革
か
ら
期
待
せ
ら
る
べ
き
結

果
を
預
知
す
る
π
め
に
、
用
ゐ
ら
る
べ
き
理
論
上
の
取
扱

ひ
方
の
楓
つ
を
供
し
た
い
の
が
、
此
の
論
丈
の
目
的
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遣
八
ご

　
無
様
な
蔦
葛
的
頻
数
を
知
る
と
き
は
、
塞
礎
年
齢
の
理

論
的
分
配
す
な
は
ち
各
基
礎
年
齢
に
達
す
べ
き
人
員
の
公

算
を
算
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
先
づ
、
謝
る
年
齢
に
記
す
る
各
種
検
…
査
が
同
．
一
の
稲
封

的
頻
数
を
持
つ
揚
合
を
考
へ
る
。
但
し
各
楡
査
が
夫
々
相

異
な
る
頻
数
を
持
つ
法
弊
も
行
論
上
に
は
鍵
う
は
な
い
、

今
、
蝦
参
に
、
ス
タ
ソ
フ
ォ
ド
式
更
訂
を
用
ゐ
泥
結
果
が
次
の

漸
く
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

梱
村●

的
類
数
21g

均

O．98

0．95

0．85

0．75

0．50

0．30

0．10

0．05

年
次
検
査
4
［
5
【
6
㎜
7
「
8
一
9
τ

ユ2

　
　
ス
タ
ン
フ
ォ
ド
下
町
一
訂
を
用
み
て
正
常
レ
～
歳
…
見
、
換
｝
言
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
セ
レ
ク
テ
ツ
ぶ

す
れ
ば
、
著
し
夢
精
榊
薄
弱
の
疑
な
き
所
謂
非
選
揮
兇
を

槍
査
す
る
と
き
は
、
槍
査
通
過
の
卒
均
相
勢
頻
歎
は
、
四

歳
年
次
検
査
に
臥
し
て
は
殆
ど
一
に
近
い
が
、
年
次
の
高

．
ま
る
に
回
れ
て
、
次
第
に
其
の
割
合
が
耗
る
。

　
上
表
の
検
査
に
参
加
し
だ
七
歳
見
が
。
基
礎
年
齢
拾
四

に
嘱
す
べ
き
公
選
を
求
ひ
る
π
め
に
は
、

　
C
り
　
四
歳
槍
査
全
膿
、
す
な
は
ち
各
種
O
・
Φ
Q
。
づ
＼
六

種
を
通
遇
す
べ
き
公
算
で
あ
る
か
ら
．
（
b
Q
。
）
“

　
働
　
次
に
其
以
上
の
槍
査
は
、
一
つ
竜
逓
過
せ
綴
公
算
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先
づ
、
五
歳
槍
査
不
逓
過
の
公
算
が
　
同
一
（
●
O
α
）
α

次
は
、
六
歳
　
　
〃
　
　
〃
　
　
μ
　
　
困
一
（
．
Q
o
歌
）
。

　
以
下
拾
遺
歳
事
で
不
通
過
の
各
公
箪
の
蓬
乗
積
で
表
は
、

さ
れ
る
。
從
て
、
所
要
の
公
三
値
蟻
は

　
炉
H
（
b
Q
◎
）
軌
［
同
1
（
’
譲
）
c
］
［
隔
一
（
・
G
O
α
）
己
ロ
ー
（
誤
）
己
［
陣
i

冬
凱
O
苫
×
ロ
ー
（
。
。
O
）
己
口
i
（
●
H
O
）
。
］
ロ
ー
（
b
α
）
己

　
同
．
檬
に
し
て
、
塾
擬
年
齢
五
を
得
べ
き
公
箪
乳
は

　
ざ
鰭
（
●
8
）
。
［
ド
ー
（
●
Q
o
α
）
遭
［
一
！
（
●
誤
〉
。
］
…
…
…
ロ
i
（
’
9
＞
。
］

　
囹
。
“
（
．
Q
。
α
）
。
。
ロ
ー
O
誤
）
⇔
］
ロ
ー
（
・
8
）
9
］
…
…
…
ロ
ー
（
●
3
）
凶

以
下
み
な
準
之
。

．
上
式
に
由
う
て
算
定
せ
る
結
果
は
左
の
如
し
。
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冨
畠
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（
’
H
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ゆ
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（
．
露
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’
o
。
紳
ゆ
×
．
O
o
O
ト
×
b
8
）
”
O
b
翁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
理
．
　
同
．
0
8

　
鼓
に
馬
は
、
い
・
か
な
る
基
礎
年
齢
に
竜
達
せ
ざ
る
べ
き

公
算
で
あ
る
が
、
．
上
掲
各
半
長
と
此
の
数
と
の
総
和
の
一

と
な
る
乙
と
を
以
て
、
計
箕
に
謬
な
き
験
と
す
る
こ
と
に

な
る
。

　
一
定
の
年
齢
の
見
童
が
各
年
次
の
六
種
梅
査
に
劃
す
る

季
均
相
勤
的
頻
数
を
夫
々
、
乳
、
乳
、
島
、
エ
’
等
で
表
ぜ

ぱ
・

　
拶
”
団
％
（
H
l
層
％
）
（
H
1
1
℃
％
）
…
…
…
（
轡
一
弓
㌦
）

　
♪
”
恩
“
“
（
戸
－
娼
％
×
日
一
℃
㌔
）
：
：
：
●
：
（
ド
｝
屑
謬
）
以
下
準
之
。

一
般
に
基
礎
年
齢
に
達
す
べ
き
公
箕
は
　
’

　
炉
ロ
層
㌔
（
罵
｝
）
（
目
－
炉
面
轟
）
－
（
同
1
♪
P
）
（
H
i
娼
㌔
）
（
と

，
八
ヨ
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欝
　
攣
　
研
　
究
　
　
第
翅
↑
蕊
號

　
一
盛
、
面
影
な
ら
む
こ
と
を
期
す
る
に
は
、
一
定
年
齢

の
兜
童
が
　
各
種
槍
査
を
癒
過
す
べ
き
王
難
的
頻
数
を
別

々
に
求
め
て
、
其
の
六
種
の
数
値
の
蓮
譲
積
を
各
出
家
毎

に
算
定
し
て
、
上
掲
の
F
に
代
入
す
れ
ば
よ
い
。
併
し
か

く
す
れ
ば
と
て
、
李
均
誤
差
の
大
き
く
な
い
限
う
は
、
結

果
の
分
配
上
に
は
、
き
し
π
る
影
響
は
無
く
、
行
論
竜
前

と
同
一
で
あ
る
。

　
斯
様
に
し
て
得
だ
六
個
の
数
値
の
連
乗
積
を
夫
々
、
9
4
、

9
5
、
9
6
、
乃
至
飾
で
表
は
せ
ば
、
踊
般
に
墓
礎
年
齢
に
慰

す
べ
き
公
算
鳥
は
爽
の
公
式
が
示
す
。

　
胴
㍉
心
δ
（
μ
一
ρ
ミ
×
Q
壽
）
…
…
（
μ
一
夢
し
（
H
ー
タ
）
（
蜀
）

　
　
　
　
○

　
既
に
墓
礎
年
齢
の
分
配
を
算
定
す
る
こ
と
が
出
面
れ

ば
、
潅
～
み
て
、
此
の
年
齢
以
上
の
橡
査
を
通
過
す
べ
“
さ
公

算
を
求
め
、
更
に
は
、
一
定
の
計
装
年
齢
に
達
す
べ
き
公

算
を
定
め
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
蝦
参
に
、
任
意
の
年
灰
の
六
種
梅
査
に
樹
し
て
七
歳
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
鰻

の
逝
過
す
べ
き
相
封
的
頻
数
が
同
一
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

P
で
表
は
す
と
す
れ
ば
、

　
五
種
を
逓
過
す
べ
き
公
算
は
　
　
　
の
肱
（
H
一
喝
）

　
妓
に
数
係
数
6
は
轟
で
あ
っ
て
、
六
種
検
査
よ
ウ

任
意
に
五
種
を
探
る
。
へ
き
組
合
ぜ
の
歎
を
示
す
。
以

下
、
四
種
、
三
種
等
の
二
合
の
1
6
、
2
0
等
は
夫
々

幽
、
碗
等
を
示
す
。

　
四
種
を
蓮
過
す
べ
き
公
箪
　
　
　
　
　
回
α
唱
、
（
甲
i
づ
）

　
三
　
　
〃
　
　
〃
　
　
ρ
　
　
　
　
ゆ
8
。
。
（
同
一
娼
）
⇔

　
ニ
　
　
ク
　
　
ク
　
　
7
　
　
　
　
H
♂
パ
ド
ー
》
）
騒

　
一
　
　
〃
　
　
μ
　
　
〃
　
　
　
　
　
曾
（
榊
一
娼
）
凱

　
い
つ
れ
を
逓
過
せ
ざ
る
べ
き
公
算
　
　
　
（
H
一
》
）

　
因
に
、
六
種
逓
過
の
空
合
は
、

る
竜
の
で
あ
る
か
ら
、

　
斯
様
な
欝
算
の
畠
8
】
h

の
和
に

ふ
れ
ば
、
総
篇
1
を
得
る
筈
で
あ
み
。

gi．bu．：i”．．min：

t’一Nov

　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
盤
年
齢
の
算
定
に
輿

　
　
　
　
　
豊
野
の
計
算
に
は
必
要
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
と
し
て
、
上
掲
六
種
の
歎
値

六
種
槍
査
の
悉
く
を
　
遡
…
過
す
。
へ
き
公
箪
ず
を
湘



　
今
回
う
父
v
七
歳
発
の
　
七
十
五
％
が
　
七
歳
槍
査
の

い
つ
れ
を
竜
通
過
す
る
も
の
と
し
で
、
上
式
㈲
に
當
て
骸

め
れ
ば
次
の
突
掛
を
得
、

五
種
櫓
査
蓮
過
公
算

四
　
〃
　
〃
　
〃

三
　
η
　
〃
　
〃

二
種
槍
査
遽
遇
の
公
算

一
　
〃
　
〃
　
’

い
つ
れ
を
も
通
過
せ
ざ
る
べ
き
公
算

六
種
悉
く
を
通
過
す
べ
き
公
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
　
箭

O
．
¢
◎
鰹
い

ρ
ゆ
⑩
司

O
い
。
◎
b
∋

ρ
O
c
◎
c
ワ

◎
6
0
麟

9
0
0
0

9
μ
刈
Q
O

H
b
O
O

　
　
六
種
検
査
癒
遇
の
頻
数
全
部
が
同
一
で
な
い
二
合
に

　
は
、
此
の
濡
者
の
、
李
均
公
算
を
代
用
し
て
竜
、
結
果
に

　
は
、
さ
し
π
る
影
響
は
な
い
。

　
　
　
一
暦
、
精
確
を
期
す
る
槍
合
に
は
。
六
種
各
亡
に
就
い

聯
　
℃
の
頻
数
・
㌘
響
欝
夢
等
及
び
雷
を
求
め
・
こ
れ
か

　
　
　
　
　
　
亡
ネ
議
シ
考
ン
弐
知
能
検
査
、
法
の
公
鱈
罪
論
朗
斑
解
・

ら
次
の
公
算
値
を
得
σ

　
　
五
種
碁
聖

　
　
四
種
癒
過

　
　
恒
唱
竜
き
（
戸
一
距
）
（
禍
－
野
）
＋
瀞
℃
も
き
（
』
1
国
）
（
同

（
騒
）

1
博
）
＋
国
安
影
唱
。
（
H
l
型
）
（
ド
ー
凛
）
＋
麟
雷
姫
瓢
（
μ

一
℃
9
）
（
H
l
噂
φ
）
十
娼
H
喝
に
喝
幽
噂
。
（
戸
一
翼
“
）
（
↑
1
℃
ψ
）
＋
眉
も
も
α

蒙
（
ド
ー
巳
（
H
i
密
）
＋
㌘
笛
郊
も
u
（
μ
一
三
×
H
l
密
）
÷
密

℃
影
頴
q
I
澄
）
Q
一
壽
）
＋
距
三
唱
も
。
（
ド
ー
密
）
（
白
1

距
）
＋
き
弓
も
も
。
（
H
＋
巳
（
μ
＋
霞
）
＋
眉
も
き
艶
Q
』
密
）

（
7
巳
＋
電
も
き
（
7
節
）
（
7
影
＋
娼
き
電
9
（
ド

ー
悼
×
同
－
唱
曲
）
＋
娼
焔
℃
も
聾
（
r
巴
（
困
－
頴
）
＋
℃
毛
吟

唱
き
（
ド
ー
巳
（
μ
1
僚
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
八
訟



　
　
　
　
　
　
哲
　
學
　
研
　
究
　
　
、
第
溝
や
三
三

励
　
、
　
同
柵
様
に
も
て
一
ご
、
　
ご
、
　
一
、
○
及
び
山
ハ
種
…
涌
｝
渦
触
の
公
議
罪

エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
を
求
め
る
乙
と
が
出
來
、
こ
の
六
種
の
総
和
の
一
と
な
る

　
　
乙
と
を
以
て
、
計
算
の
誤
謬
な
き
保
障
と
す
る
。

　
　
今
、
假
ウ
に

　
　
　
博
涯
●
メ
　
　
臣
“
タ
　
　
頴
1
1
・
誤
鴇

　
　
　
艶
建
．
誤
堕
　
欝
旺
●
Q
O
や
　
　
蜜
1
1
．
Q
◎

　
と
す
れ
ば
、
上
掲
六
種
の
公
算
値
は
次
の
如
く
な
る
。

　
　
　
　
五
種
通
遇
の
公
算
　
　
　
　
　
　
　
O
・
。
。
輯

　
　
　
　
四
び
ク
8
　
　
　
「
ρ
器
G
。

　
　
　
　
三
　
〃
　
ク
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
●
H
Q
⇔
ゆ

　
　
　
　
二
種
通
過
の
公
算
　
　
　
　
　
　
　
O
．
O
。
。
』
っ

　
　
　
　
一
　
ゲ
　
〃
　
グ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
O
O
恥

　
　
　
　
い
つ
れ
を
も
瓶
過
せ
ぎ
る
。
へ
き
公
算
　
O
b
9
）

　
　
　
六
種
悉
く
を
逝
過
す
べ
き
公
算
　
　
　
O
・
嵩
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爵
ホ
　
零
†
・
　
　
9
㊤
O
㊤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
μ
　
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潅

　
　
舷
に
繕
計
が
一
と
な
ら
ざ
る
は
、
各
公
算
値
は
小
数
三

　
位
以
下
を
切
捨
て
π
泥
あ
で
、
大
膿
上
上
掲
の
結
果
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

六
種
の
公
算
を
軍
均
値
、
○
、
七
五
．
に
等
し
と
し
て
扱

っ
た
前
の
結
果
と
同
一
な
る
を
見
る
。

　
　
　
　
○

　
各
墓
礎
年
齢
群
に
於
け
る
七
歳
見
の
精
騨
年
齢
評
鮎

に
甥
す
る
期
待
を
定
む
る
π
あ
に
は
、
其
の
墓
礎
年
齢
以

上
の
一
定
数
の
検
査
を
題
過
す
べ
き
公
算
を
算
定
す
る
必

要
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
上
例
に
倣
っ
て
、
各
年
次
の
槍
査

・
序
列
か
ら
央
々
五
種
、
四
種
、
三
種
等
を
遍
過
す
べ
き
公
算

を
算
定
せ
ね
ば
獄
ら
ぬ
。
か
く
し
て
更
に
、
最
高
か
ら
始

あ
て
、
墓
礎
年
齢
以
上
に
於
て
全
て
の
年
次
の
槍
査
群
よ

ウ
一
定
数
を
通
過
す
べ
き
公
算
を
求
あ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
拾
歳
年
次
の
塗
査
系
列
か
ら
五
種
、
四
種
、
三
種
等
を

題
過
す
べ
き
公
算
を
夫
々
Q
竪
些
h
一
＄
等
で
表
は
し
、
九

歳
年
次
か
ら
の
を
夫
々
ジ
“
ガ
3
等
で
表
は
し
、
爾
年

次
の
槍
査
序
列
か
ら
　
拾
種
、
九
種
、
八
種
等
を
通
過
す

べ
き
至
上
を
夫
々
　
ミ
等
∂
｝
∂
等
で
表
は
す
と
き
は
次



の
關
係
式
を
得
。

　
き
。
羅
　
　
欝
9
．
恥

　
δ
“
　
　
S
ゆ
ボ
十
重
、
。
“

　
鷺
。
。
“
　
喚
％
．
ω
十
欝
。
．
隅
十
Q
鴫
．
伽

　
　
　
　
ぶ
“
　
　
Q
も
．
o
ナ
Q
o
9
．
一

　
　
　
　
ぶ
“
．
　
S
♪

　
　
　
此
の
聖
算
の
。
ぎ
鼻
と
し
て
は
次
の
式
を
用
み
る
。

　
　
　
　
鯉
M
壕
…
…
　
“
鯉

　
　
　
凄
し
蝕
に
　
M
葭
は
　
欝
＋
曾
＋
…
…
…
喚
。
を
表
は
し
、

　
　
以
下
準
之
。

　
　
　
同
様
に
し
て
八
、
九
、
拾
　
の
三
年
次
槍
査
系
列
よ
O

　
　
夫
々
、
拾
五
種
、
拾
四
種
、
拾
鰺
種
等
を
通
過
す
べ
き
公

　
　
算
を
璽
崇
窟
ぎ
等
で
表
は
し
、
八
歳
年
衣
か
ら
五
種
、

　
　
四
種
、
三
種
等
を
殖
過
す
べ
き
公
箪
を
夫
々
　
♂
8
診

　
等
で
表
は
せ
ば
、

腺
　
　
ミ
㌔
ミ
『

　
　
　
　
　
　
　
ビ
ネ
帯
シ
モ
ン
式
知
龍
検
査
法
の
公
言
諭
的
見
解

蛇
鑓
“
ぷ
酔
十
β
。
瀞

§
。
。
“
畠
譜
十
3
漁
十
§
o
偽
。
。

　
　
漂
“
3
の
け
十
3
騎
。

　
　
撃
騎
ぶ
♂

上
の
揚
合
と
同
様
に
．

　
　
聾
M
貯
鯉

を
用
み
て
、
金
事
の
正
否
を
験
す
。

　
第
一
表
で
導
い
π
墓
礎
年
齢
の
分
配
に
墓
い
て
、
精
憩

年
齢
に
由
る
各
群
の
相
翼
的
分
配
を
定
め
る
。

　
第
一
表
で
は
、
墓
礎
年
齢
拾
歳
を
得
る
竜
の
は
無
い
の

で
あ
る
か
ら
、
島
す
な
は
ち
、
い
か
な
る
基
礎
年
齢
に
も
蓬

し
得
ぎ
る
べ
き
公
算
に
相
比
す
る
児
童
は
、
滲
歳
年
次
の

立
食
年
齢
を
有
す
る
も
の
と
假
定
す
る
。
今
、
各
基
礎
年

齢
群
を
墓
礎
年
齢
以
上
め
除
分
の
診
査
を
瓶
過
す
べ
き
相

野
的
期
待
に
從
て
分
配
す
る
と
き
は
、
次
の
結
果
を
得
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
セ
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八
八

　
既
の
㎝
計
箪
一
は
、
例
へ
げ
P
、
外
耳
年
…
齢
・
七
の
揚
A
n
で
は
、

F
、
（
墓
礎
年
齢
が
七
歳
で
あ
る
べ
き
公
箕
）
を
　
八
歳
、

九
歳
、
拾
歳
年
次
よ
う
し
て
槍
査
に
通
過
す
べ
き
期
待
の

各
薫
璽
§
㌣
ξ
旨
等
）
に
乗
じ
共
の
相
乗
積
を
此
等
の
期

待
の
総
和
で
割
う
て
得
た
竜
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち

　
　
炉
撃
“
8
。
。
◎
。

　
　
幽

は
、
墓
礎
年
齢
七
の
七
歳
晃
が
、
そ
れ
以
上
の
五
種
の
槍

踊
を
通
過
す
べ
き
期
待
、
換
言
す
れ
ば
、
七
歳
拾
個
月
て

ぷ
糟
…
憩
年
齢
評
黙
を
得
べ
き
期
待
を
示
す
。

　
此
の
表
の
左
端
の
総
和
が
示
す
様
に
、
全
膿
と
し
て

は
、
七
歳
六
個
月
を
最
大
頻
回
と
す
る
精
騨
年
齢
詐
黙
の

正
常
分
配
を
な
す
。
す
な
は
ち
、
椴
定
し
差
頻
緻
は
高
き

に
過
ぎ
π
が
、
然
も
行
論
に
は
支
障
の
な
い
こ
と
を
示

す
。

ゴ
ッ
ダ
ァ
ド
氏
更
訂
の
揚
合
に
竜
、
同
様
の
手
績
に
よ
♪
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噛
て
、
理
論
的
に
精
紳
年
齢
評
撒
の
分
配
を
定
め
ら
れ
る
。

　
ス
タ
y
フ
ォ
ド
式
更
訂
の
例
を
説
明
し
だ
瘍
合
と
同
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
號
と
行
論
と
に
由
う
て
、
上
瓦
解
、
㊤
　
に
相
當
し
て

次
の
如
き
基
礎
年
齢
の
分
配
が
得
ら
れ
る
。

　
　
　
や
－
鼻
（
H
l
娼
爲
f
）
（
H
l
寄
ρ
u
）
…
…
…
（
H
i
緊
q
）

叉
は
　
坦
“
1
1
Q
3
（
昌
一
Q
喝
三
×
ド
ー
ぬ
り
お
）
．
…
…
：
（
μ
一
S
）

　
墓
礎
年
齢
以
上
の
任
意
の
年
次
の
鑑
査
か
ら
五
種
を
通

過
す
べ
き
公
算
は
、
今
の
端
端
、
除
外
せ
ら
れ
る
。
こ
れ

は
ゴ
ツ
ダ
障
ド
氏
の
更
訂
で
は
、
各
年
次
の
槍
査
数
は
五
種

を
限
る
カ
め
で
あ
る
。
（
ス
タ
ン
フ
ォ
ド
氏
の
揚
合
で
は
六

種
で
あ
っ
π
。
）
同
一
年
次
の
各
楡
査
を
通
過
す
べ
き
稲
封

手
頻
数
は
全
て
相
等
し
く
、
其
の
藪
田
を
P
で
表
は
せ
ぱ
、

　
　
四
種
槍
査
通
過
の
公
算
　
　
　
α
娼
幽
（
ド
ー
唱
）

　
　
三
　
〃
　
〃
　
〃
　
　
　
　
　
　
H
O
覧
（
H
一
唱
）
糟

　
　
二
　
．
〃
　
〃
　
9
　
　
　
　
　
　
日
O
℃
パ
H
一
℃
）
、
。

　
　
一
　
ク
　
〃
　
〃
　
　
　
　
　
　
歌
℃
（
同
一
｝
”
）
病

　
　
い
つ
れ
を
竜
…
逓
禍
…
せ
ざ
る
べ
き
公
算
　
（
H
一
弓
）
、

　
　
　
　
　
ビ
ネ
濫
シ
モ
ン
式
翻
洲
能
漁
伽
盗
法
の
公
熱
愁
㈱
蝸
岡
冤
解

　
此
等
は
、
前
例
の
q
，
に
相
器
す
る
ひ

◆
同
一
年
次
に
於
け
る
五
種
検
査
通
過
の
公
算
が
同
一
で

な
く
、
℃
℃
℃
短
℃
曽
℃
磨
燈
で
表
さ
れ
る
揚
合
に
は

　
　
四
種
総
論
の
公
議

　
　
型
臣
甲
子
（
μ
1
唱
し
十
娼
図
唱
塒
唱
G
。
℃
ぴ
（
H
I
℃
麟
）
＋
㍗
℃
竜
㌫
澆

　
　
（
H
一
℃
⇔
）
十
弓
μ
唱
⇔
郊
恥
℃
ぴ
（
目
ー
ー
℃
臆
）
＋
麟
唱
。
・
距
準
（
H
一
摩
）

前
例
働
に
相
罰
す
る
ρ
同
様
に
⑭
相
撃
し
て

　
　
三
種
通
過
の
公
算

　
　
悪
澄
（
H
l
巴
（
H
l
巴
＋
唱
一
℃
き
（
7
巴
倫
－
巴

　
　
＋
℃
き
安
H
1
巴
（
H
一
撃
“
）
＋
娼
賊
娼
多
（
μ
臥
巴
（
一
レ
巴

　
　
＋
醤
娼
き
（
ド
ー
巴
（
同
一
憧
）
＋
℃
ら
き
（
ド
ー
巴
（
μ
1
距
）

　
　
＋
憧
喝
。
・
梁
H
＋
娼
［
）
（
日
－
巴
＋
恒
唱
き
（
困
一
娼
埴
）
（
μ
1
歪
）

　
　
＋
℃
影
麟
（
ギ
巴
（
7
を
＋
娼
、
．
電
．
（
同
一
巴
（
ド
密
）

　
二
種
、
一
種
通
過
、
及
び
い
つ
れ
を
慈
通
過
せ
ざ
る
べ

錫
公
算
亦
同
檬
の
考
へ
方
に
よ
参
て
求
め
「
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
セ
レ
ク
テ
ツ
グ

　
ゴ
。
ダ
ア
ー
3
更
訂
の
槍
査
に
慨
す
る
塀
謂
非
選
鐸
見
童

の
経
験
的
頻
数
を
、
ギ
y
ラ
ン
ギ
實
飛
揚
の
バ
、
エ
イ
、
ド
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



　
　
　
　
　
　
哲
雛
鵜
．
究
　
第
閥
幸
三
號

難
　
氏
の
材
料
に
遇
い
て
、
例
示
す
る
。
鼓
で
は
、
七
歳
見
（
人

1
　
員
蓼
拾
九
、
李
均
年
齢
、
七
、
四
）
、
拾
歳
児
（
人
員
六
拾

　
八
、
李
均
年
齢
、
一
〇
、
五
）
及
び
　
拾
武
門
兇
（
人
員
六

　
拾
九
、
卒
均
年
齢
、
一
二
、
五
）
の
数
字
を
用
み
る
。

　
　
経
験
的
に
定
め
得
だ
る
此
等
の
群
の
見
童
が
、
個
や
の

　
槍
査
を
通
過
す
る
挙
挙
頻
数
に
墓
く
精
…
紳
年
齢
評
黙
の
理

　
論
的
分
配
は
　
次
の
比
較
表
で
見
ら
れ
る
襟
に
、
著
し
く

　
實
際
上
の
結
果
と
一
致
す
る
。

平均精剃i年齢評

算定
　　7．3

　10．7

　　10．9

實　際

　　　7．9．

　　20．6

　　12．5

均
齢

平
年人員年齢

7A

10．5

1・2．5

39

68

69

7

10

詳

察
か
ら
得
だ
各
種
槍
査
の
相
懸
的
頻
数
に
基
い
て
、

　
｝
遡
例
、
ビ
ネ
エ
、
シ
モ
ン
愉
助
査
法

の
更
訂
や
獲
更
を
行
つ
だ
際
に

は
、
個
々
の
詑
録
の
評
織
を
仕
直

し
、
叉
は
　
兜
童
を
再
槍
査
す
る

こ
と
に
な
っ
て
み
る
が
、
例
へ
ば

ド
〃
氏
の
》
ぴ
訂
Φ
鼠
暮
Φ
働
の
。
巴
⑦

の
様
に
、
別
段
、
新
規
の
検
査
を

加
へ
な
い
場
合
に
は
、
続
往
の
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

的
に
精
瀞
年
齢
詐
織
を
分
配
す
る
乙
と
に
由
う
て
　
其
の

新
な
槍
査
尺
度
を
泥
め
す
の
は
、
可
な
う
信
顧
す
べ
き
方

法
と
思
は
れ
る
。
、
若
し
竜
新
規
の
単
寧
を
加
へ
た
場
合
に

は
其
の
斜
里
の
み
に
就
い
て
亦
経
験
的
に
粗
封
的
頻
撒
を

求
め
、
在
來
の
強
査
に
就
い
て
得
た
材
料
と
同
様
に
用
み

て
理
論
的
の
取
扱
ひ
を
す
れ
ば
足
る
。

　
斯
様
な
取
扱
方
の
一
例
と
し
て
、
1
3
ル
氏
の
ト
げ
び
お
く
憎

簿
Φ
釦
o
e
塗
δ
は
、
上
掲
、
七
歳
兇
三
十
九
人
に
就
ψ
て
李

息
精
紳
年
齢
評
織
七
、
○
、
拾
歳
兜
六
十
八
人
に
就
い
て

は
九
、
六
で
あ
っ
π
が
、
他
の
兇
童
群
に
就
い
て
實
際
に

得
た
数
値
は
、
夫
々
、
七
、
○
及
び
九
、
七
で
あ
っ
π
。

　
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
3
式
更
訂
で
は
、
拾
歳
以
上
の
揚
合
に
於

て
は
、
上
掲
の
方
法
に
少
し
く
修
正
を
加
へ
ね
ば
な
訟
、

諏
。
併
し
行
論
上
は
同
一
で
あ
る
。

　
先
づ
、
墓
礎
年
…
鮒
の
分
配
を
算
定
す
る
に
當
う
で
、
拾



　
　
武
鯛
年
齢
に
於
て
は
、
前
述
も
・
．
炭
び
（
ド
ー
唱
。
。
）
の
耀
う

　
　
に
吃
及
び
（
8
一
啄
）
を
用
み
る
。

　
　
　
次
に
、
精
紳
年
齢
層
織
の
分
配
を
定
む
る
た
め
に
、
拾

　
　
歳
年
次
以
上
の
槍
査
蓮
過
の
期
待
を
計
箪
す
る
に
當
う
て

　
　
は
、
更
に
新
な
手
績
を
要
す
る
。

　
　
　
此
の
更
訂
で
は
、
年
次
残
異
な
る
に
從
て
、
一
検
査
に

　
　
異
な
る
月
歎
を
割
う
潤
て
る
た
め
に
、
個
々
の
槍
査
の
評

　
便
値
が
同
じ
く
な
い
。
其
の
た
め
に
は
、
す
べ
て
を
月
数

　
　
に
換
箪
す
る
が
便
利
で
あ
る
。
拾
八
歳
年
次
の
槍
玉
を
五

　
種
と
、
拾
六
歳
四
種
と
を
逓
過
す
れ
ば

　
　
　
（
歌
×
O
）
＋
（
↑
×
α
）
1
1
α
O

　
す
な
は
ち
　
五
拾
個
月
　
と
評
慣
す
る
。

　
　
月
数
に
改
算
す
る
こ
と
は
、
拾
武
歳
年
次
以
下
に
も
及

　
ぼ
す
こ
と
が
出
家
、
叉
、
樗
蚕
、
拾
四
、
拾
六
、
拾
八
の

　
各
歳
年
衣
の
期
待
を
覚
め
π
上
で
、
こ
れ
を
　
武
個
月
毎

　
　
の
槍
査
に
改
定
し
て
竜
よ
い
。
嘗
て
八
○
と
八
一
と
の
代

田
は
ム
に
四
〇
・
七
八
と
七
九
と
の
代
は
う
に
は
三
九
を
置

　
　
　
　
　
　
．
ビ
＊
鵬
シ
櫓
ン
武
知
能
検
査
法
の
公
鋒
醗
的
見
解

く
。
蓋
し
か
く
、
て
覚
め
ら
る
、
結
局
の
期
待
と
分
配
と
は

球
佃
月
翠
位
で
成
う
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
尤
竜
此
の
揚
合

に
馬
塊
と
職
の
奪
あ
ム
、
馬
叢
と
瑞
と
の
和
裏

は
す
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

　
此
の
方
法
は
叉
軽
重
に
其
の
申
に
含
ま
れ
る
槍
査
に
評

イ
テ
ソ
グ

贋
値
を
與
れ
ば
、
容
易
に
夢
①
9
ぽ
Φ
謡
器
自
望
磐
臨
。
巳

。
自
。
艶
δ
に
竜
薬
用
ぜ
ら
れ
る
。
此
の
簡
約
し
た
尺
度
と
本

來
の
尺
度
と
の
理
論
上
の
關
係
は
、
此
の
方
法
を
用
み
れ

ば
、
輩
に
経
験
上
求
め
ら
れ
尤
頻
数
に
本
づ
き
て
、
容
易

．
に
決
定
す
る
こ
と
か
出
家
、
然
も
個
々
の
結
果
の
評
顯
を

邉
う
直
し
叉
は
購
に
晃
童
を
槍
査
す
る
必
要
は
無
い
。

　
　
　
　
　
○

　
壷
鐙
丈
で
は
・
羅
璃
断
と
い
は
ず
ゼ
・
鶴
灘
篤

ヂ
　
ス
コ
ア

暴
評
黙
と
い
ふ
語
を
絹
ゐ
カ
の
は
、
其
の
方
が
客
観
的

で
あ
ウ
、
且
具
膿
的
で
あ
っ
て
、
遣
然
竜
そ
れ
が
槍
査
系
列

に
澄
す
る
児
童
の
反
懸
の
性
質
蘭
並
び
に
分
量
的
の
測
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
既
一



1156

　
　
　
　
　
哲
學
硫
、
鐡
、
、
第
蘭
三
三
、
．
聾

を
一
定
の
規
約
の
下
に
興
へ
且
つ
詐
復
す
る
か
ら
．
で
あ

る
。

　
多
歎
の
著
者
は
細
心
年
齢
な
る
語
を
雨
義
に
用
ゐ
で
、

然
も
そ
れ
が
讃
む
人
に
は
麗
刎
せ
ら
れ
難
い
疫
め
に
混
同

を
解
し
た
。
す
な
は
ち
一
面
で
は
、
李
均
兇
童
に
比
較
し

た
其
の
児
童
の
知
能
歌
態
叉
は
知
能
を
表
は
す
に
用
み

る
。
從
て
、
七
歳
の
或
る
尊
母
が
精
気
年
齢
八
で
あ
る
と

い
ふ
乙
と
は
、
此
の
兜
童
の
知
能
状
態
は
　
八
歳
の
軍
均

舞
舞
と
同
等
で
あ
っ
て
、
同
年
齢
の
軍
記
児
童
よ
ウ
は
優

れ
て
み
る
乙
と
を
示
す
。
然
る
に
他
面
で
は
、
軍
に
ビ
ネ

隠
、
シ
屯
ン
氏
槍
査
系
列
申
に
於
て
其
の
兜
童
の
得
た
評
織

の
意
味
で
用
ゐ
ら
れ
る
。
　
§

　
第
一
種
の
用
法
は
、
通
俗
的
の
聯
合
以
外
に
は
、
拒
否

せ
ら
れ
や
う
が
、
よ
し
や
、
か
㌧
る
意
味
で
の
精
紳
年
齢

．
ズ
ふ
概
念
の
心
理
學
上
の
便
利
は
認
め
る
と
し
て
竜
、
専

意
の
児
堂
に
就
い
て
得
π
此
の
評
瓢
と
、
知
能
叉
は
知
能

歌
聖
と
呼
ん
で
み
る
複
粗
な
る
或
る
程
度
ま
で
ハ
ッ
キ
リ

　
　
　
　
　
　
’
　
‘
　
、
　
九
ユ

　
　
　
サ
ム
シ
ン
グ

し
な
い
あ
る
竜
の
の
測
度
と
の
聞
の
完
全
な
る
相
闘
々
係

を
假
定
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
共
の
語
の
使
用
を
正
當
と

す
る
乙
と
は
撮
來
毅
。
知
能
に
蒸
し
て
は
極
め
て
鷹
し
い

現
在
の
吾
人
の
知
識
で
は
。
斯
様
な
假
定
を
立
て
ず
に
、

通
俗
的
の
樗
蚕
の
以
外
に
は
、
糟
…
紳
年
齢
の
語
は
避
け
る

方
が
よ
い
と
思
は
れ
る
。

　
ヰ
ッ
ト
マ
ァ
菟
い
ふ
様
に
、
既
等
の
検
査
は
、
見
童
の
「
成

績
の
程
度
」
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
是
を
　
精
聯
年

齢
と
呼
ぶ
．
よ
う
は
寧
ろ
重
葬
年
齢
評
錨
と
名
づ
け

る
が
よ
い
。

コ
由
縁
圏
赫
赫
る
五
歳
｛
兄
出
潮
誌
ほ
、
縮
脚
紳
年
…
鯉
山
ハ
な
・
9
。
」
（
大
謄
脳
、

ゴ
ッ
ダ
ァ
ド
壊
更
訂
の
卒
均
評
織
に
當
る
）
と
い
ふ
と
き

に
、
早
番
年
齢
の
語
は
、
評
鐵
叉
は
、
戎
績
の
程
度
の
意

に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
・

　
ヤ
ァ
キ
ス
残
は
、
織
数
法
で
児
童
の
成
績
を
評
債
し
泥

か
ら
、
斯
檬
な
興
野
を
発
れ
π
。

　
タ
。
マ
ン
氏
の
用
語
「
知
能
除
商
」
も
亦
、
「
李
均
見
童
の



　
　
知
能
除
商
は
一
〇
〇
な
る
べ
し
し
と
い
ふ
假
定
や
「
知
能

　
　
だ
け
が
検
査
さ
れ
た
」
と
い
ム
が
如
き
考
を
除
う
に
高
調

　
　
さ
へ
し
な
い
な
ら
ば
、
此
の
混
同
を
避
け
る
乙
と
が
出
來

　
　
や
う
。

　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
換
言
す
れ
ば
、
見
童
の
成
績
の
結
果
が
評
織
で
あ
る
。

　
　
厚
み
て
、
其
の
見
童
の
知
能
状
態
や
知
能
其
の
者
を
職
制

　
　
す
る
た
あ
に
は
、
，
此
の
客
観
的
の
結
某
を
解
繹
ぜ
ね
ば
な

　
　
ら
臓
。

　
　
　
此
等
の
成
績
に
は
、
色
々
な
糟
聯
能
乃
室
は
其
の
結
合

　
　
を
含
ん
で
み
る
の
で
、
評
熾
の
高
い
の
は
、
良
い
健
康

　
　
や
、
優
れ
鬼
習
練
や
、
叉
は
秀
い
で
だ
知
能
に
墓
く
乙
と

　
　
竜
あ
ら
う
。
低
い
評
黙
も
亦
、
其
の
ま
し
知
能
の
低
劣
の

　
　
表
徴
と
見
る
こ
と
な
く
、
適
當
の
解
羅
を
必
要
と
し
や

　
　
う
。
例
へ
ば
、
ゴ
ヅ
ダ
ァ
ド
氏
更
訂
で
拾
武
歳
肉
兄
を
檎
慨
査
す

　
　
る
目
合
の
如
く
、
尺
度
内
の
検
査
の
配
罎
に
墓
く
こ
と
も

舳
あ
ら
う
・
砦
場
合
で
は
・
拾
武
歳
呈
に
其
の
鱈
を

　
　
　
　
　
　
　
ゼ
ネ
エ
シ
㌻
貫
知
飴
絵
斑
法
の
公
勢
論
的
見
解

高
め
ゐ
べ
き
槍
査
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
從
て
知
能
除

商
一
〇
〇
を
得
る
。
｝
毒
。
雷
を
失
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　
オ
チ
ス
も
既
に
’
ビ
ネ
ェ
シ
毛
ン
式
槍
査
を
行
ふ
人
の

得
る
相
封
的
頻
数
は
、
数
學
上
の
取
扱
ひ
を
受
け
得
る
客

親
的
與
料
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
禿
。

　
と
竜
か
く
竜
、
上
掲
の
方
法
は
、
ゴ
ヅ
ダ
ァ
ド
氏
や
、
ス
・

タ
ン
フ
オ
鼻
下
式
や
其
他
類
似
の
更
訂
乃
至
は
ヤ
「
ア
キ
ス

ブ
リ
ッ
ヂ
エ
ス
尺
度
に
用
み
て
、
此
等
の
與
料
を
、
央
れ
貞

身
の
債
値
の
上
か
ら
考
へ
、
何
等
「
其
の
尺
度
の
確
實
性
」

や
精
聯
低
格
の
本
質
等
に
關
す
る
先
験
的
の
假
定
を
立
て

ぬ
様
に
甲
賀
せ
し
あ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
大
正
八
年
九
月
拾
滲
周
）

、
九
三


